
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 深夜商業施設の事業者等は、深夜に施設内等にいる青少年に対して、通勤又は通学等の

場合を除き、青少年に帰宅を促すよう努めなければなりません。（第17条第3項） 

  ※ 深夜商業施設とは、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、大規模小売店舗、飲食店、遊技場、遊園地、

ボウリング場などで、深夜時間帯に営業している施設のことをいいます。 

 

○ カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェの事業者等は、深夜営業の時間内に青少年

を施設へ入場させないようにしなければなりません。また、青少年の深夜における施設への入場を

禁止する旨を掲示しなければなりません。（第17条の2） ≪違反すると 30 万円以下の罰金≫ 

  愛愛愛知知知県県県青青青少少少年年年保保保護護護育育育成成成条条条例例例ががが改改改正正正ささされれれままましししたたた  

平成１７年７月１日より施行されます 

Ⅰ 条例改正の必要性について 

  情報化社会の急激な進展や、２４時間型社会の進行など青少年をめぐる社会環境は非常に厳し

い状況になっています。こうした社会環境の変化に的確に対応し、青少年の健全な育成を阻害す

るおそれのある行為を防止するため、愛知県青少年保護育成条例を改正しました。 

Ⅱ 条例改正の内容 

１ 青少年の深夜外出に関する規制の強化 

３ 性の逸脱行為に関する規制の強化 

○ 青少年を風俗営業の従業員等になるよう勧誘する行為を禁止する規定の新設 

（第 17条の3）

   何人も、青少年に対し、風俗営業の従業員やホストクラブの客となるように勧誘してはいけま

せん。  ≪違反すると 30 万円以下の罰金≫ 

 

○ 青少年が使用した下着を買い受ける行為等を禁止する規定の新設（第17条の4）

   何人も、青少年から使用済みの下着を買ったり、売却の委託を受けたり、売却の相手方を紹介

したり、これらの行為が行われることを知って、そのための場所を提供してはいけません。 

≪違反すると 30 万円以下の罰金 ただし業として行った場合は 50 万円以下の罰金≫ 

２ インターネットの利用に関する努力義務規定の新設 

○ 保護者及び学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる団体の関係者や店舗等

でインターネットを利用させる者は、フィルタリングソフトを活用するなどして、

青少年がインターネットを利用する際に、有害情報の閲覧等をさせないように努

めなければなりません。（第18条の２第1項） 

○ インターネットのプロバイダや携帯電話等の販売者は、フィルタリングに関す

る情報提供を行うよう努めなければなりません。（第18条の2第 2項） 

※深夜とは、午後１１時から 

翌日の日出時までをいいます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ 条文 

◇ 施行規則 

５ その他 

○ 青少年の定義の改正（第４条第１号） 
    青少年の定義の下限（６歳以上）を撤廃し、「１８歳未満の者」としました。 

 

○ 入れ墨を施す行為等を禁止する規定の新設（第14条の2） 
何人も、青少年に対し、正当な理由がある場合を除き、入れ墨を施したり、入れ墨を受ける

よう勧誘・周旋したり、入れ墨を受けることを強要してはいけません。 

≪違反すると 1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金≫ 

 

○ 古物商が青少年から受け取ってはならない古物から 

書籍・雑誌を除外する規定の削除（第18条第2項） 

     古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合 

やその他正当な理由がある場合を除き、青少年から書籍・雑 

誌を含めた古物を受け取ってはいけません。 

４ 有害図書類に関する規制の強化 

改正の内容 改正のポイント 

 図書類自動販売機の定

義を定めました。 

（第４条第２号） 

図書類自動販売機の定義を定め、電気通信設備を用いて送信された画像により

モニターの画面を通して遠隔地から監視するシステムが付いた図書類自動販売

機についても、条例による規制の対象であることを明らかにしました。 

 有害図書類の指定事由

に「自殺を誘発するおそ

れがあるもの」を追加し

ました。（第6条第1項） 

次の内容を含む図書類について、知事が個別に有害図書類として指定します。

 １ 著しく性的感情を刺激するもの 

 ２ 著しく残虐性を有するもの 

 ３ 自殺又は犯罪を誘発するおそれがあるもの 

 業界団体が審査したビ

デオ、DVD などを有害

図書類とする規定を新設

しました。 

（第6条第3項第3号） 

次のマークがついたビデオやDVD、 

パソコンソフトは有害図書類となります。 

 

 有害図書類の陳列方法

等を規制する規定を新設

しました。（第7条） 

図書類取扱業者は、有害図書類を青少年が閲覧できないように、ビニール袋で

包むなどの方法により包装し、間仕切り等により仕切られた場所にまとめて陳列

するなどの方法により一般の図書類とは区分して陳列しなければなりません。 

有害がん具類を青少年

に見せない規定を新設し

ました。（第10条の2） 

がん具類取扱業者は、性的な有害がん具類を青少年の目に触れないように、間

仕切り等により仕切られ、他から容易に見通すことができない場所を設け、その

場所にまとめて陳列する方法などにより陳列し、その陳列場所へ青少年を立ち入

らせないようにしなければなりません。 

《有害図書類を図書類自動販売機に収納した者及び青少年に販売等した者は６月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金》

《有害図書類・有害がん具類の区分陳列及び包装義務の違反者に対しては勧告が行われ、なおその勧告に従わない場

合は 30 万円以下の罰金》 

※図書類とは、書籍、雑誌、絵画、写真又は
映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁

気ディスクその他の映像若しくは音声が記録

されている物をいいます。 

 審 査 番 号

【指定団体マーク（例）】 

 

 
 


